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住民等と市の“架け橋”となる地元組織「裏小路まちなみづくり協議会」が設立しました！ 

〇平成２６年度は、岩槻歴史街道の先導的取組路線に位置付けた裏小

路で検討を開始し、住民等と市でワークショップを開催しました。

〇ワークショップでは、「まちなみコンセプト」、「将来のイメージ」、

「今後の進め方」の３つを参加者と共有しました。

〇平成２７年度は、「今後の進め方」で示した「地元組織をつくる」こ

とを目指し、「裏小路まちなみづくり準備会」を立ち上げました。

○準備会では、岩槻駅周辺で展開されるゾーン３０や防災都市づくり

計画等、市が取り組んでいる事業に係る情報提供や意見交換を行う

など、住民等と市が話し合う「場」ともなりました。 

準 備 会 の 設 置 に 至 る ま で 

平成２７年８月から平成２８年１月まで間、公募に応じた１６名の方々と市で計６回、

準備会を開催しました。 

準備会の活動内容① 規約（案）の検討 

裏小路のまちなみづくりに向けて、市の呼びかけにお集まりいただいた方々と「裏小路まち

なみづくり準備会」を平成２７年８月に立ち上げ、住民等が主体となる地元組織の設立を目指

し、準備会と市の協働で準備を進めました。 

平成２８年２月、住民等と市の“架け橋”となる地元組織「裏小路まちなみづくり協議会」

が設立し、協議会の活動がスタートしました。 

協議会会員数 ２８名 

（平成２８年３月時点）

準 備 会 の 概 要 

準備会の設置 

地元組織の設立に

向けた活動等 

ワークショップの開催

今後の進め方 

【地元組織をつくる】

名  称 この会は、裏小路まちなみづくり協議会と称する。

目 的 
協議会は、市と協働で裏小路らしい「まちなみづくり」及び「みちづくり」

を推進していくことを目的とする。

活動内容 

協議会は、目的を達成するために次の活動を行う。

（１）まちなみづくりに向けたルールの検討と作成

（２）安全性を含めたみちづくりに関する市への提案

（３）活動地区内の住民意向の把握と合意形成

（４）協議会活動内容の周知

（５）その他まちなみづくり及びみちづくりを推進するために必要な活動等

活動地区 

及び事務所 

の所在地 

協議会の活動地区及び事務所の所在地は、次のとおりとする。

（１）協議会の活動地区は、下図のとおりとする。

（２）協議会の事務所は、会長宅に置く。

会議の 

種 類
協議会の会議は、総会及び協議会とし、必要に応じて部会を開催できる。 

経 費 

・協議会にかかる経費は、会員の会費、寄付金、市等からの補助金、その他

収入をもって充てる。

・会員の会費は、年額５００円とする。

岩槻藩遷喬館

時の鐘

作成：平成２８年３月 

さいたま市 都市局 まちづくり推進部 まちづくり総務課 

協議会に必要となる規約（案）の項目や内容について、次のとおり検討しました。 

規約（案） ※ 一部抜粋

 会 員 

協議会の会員は、次に掲げる者で構成する。

（１）活動地区内の土地建物所有者、在住者又は在勤者で、協議会の目的に

賛同し、協力する者

（２）協議会の設立準備のために設置された裏小路まちなみづくり準備会

メンバー

（３）その他協議会が必要と認めた者

裏小路らしい“まちなみ
づくり”と“みちづくり”
を目指し、協議会は活動

していきます！

協議会の名称、目的、活動内容等を検討

協議会への参加を促すＰＲ活動を実施

今後の活動や進め方等の説明会を市と開催

 裏小路らしいまちなみの実現を目指し、住民等が主体となる地元組織「裏小路ま

ちなみづくり協議会」の設立に向け、事前に必要となる事項を話し合う。 



参加者の主なご意見・ご質問 市・準備会の考え

まちなみづくりの目的等について 

岩槻を観光地にしたいのか、住みやすいま

ちにしたいのかなど、まちなみづくりを行

う目的や必要性が分からない。

少子高齢化の進展により、今のまま、何もしないでいて

は、歴史的・文化的な地域資源が失われていき、空き家

や空き地化等が更に進行していくと考えられます。

市としては岩槻歴史街道事業を進め、まちの魅力を向上

させ、にぎわいを取り戻していきたいと考えています。

今後のまちなみづくりの進め方等について 

時間をかけ、色んな事を皆で決めながら、

多くの方々の理解をいただかなければなら

ない。

ご指摘のとおり、地区内全ての方からご理解・ご協力を

頂くことを目指し、今後設立する協議会を通じて合意形

成されたことから実施することが重要だと考えます。

 道路の改善策について 

裏小路は通過車両が多くて危ない。速度制

限を実施することで、安心して歩ける雰囲

気づくりにつながるのではないか。

まちなみづくりは住民等が行い、みちづくりは市で行う

こととなる。安心して通行できる裏小路の実現に向け、

改善策を協議会と市で話し合いながら進めていきたい。

準備会の活動内容② 協議会参加のＰＲ活動 

〇第１回総会の開催日を決定しました。

〇第１回総会の進行や役割分担を決めるとともに、規約（案）や総会資料の最終確認を

行いました。 

第１回準備会 

〇準備会の代表を石川さん、副代表を本木さんに決定しました。

〇地元組織の名称や目的、活動内容や活動範囲等への意見を出し合うとともに、今後の

まちなみづくりを多くの方に周知するため、説明会を開催することとしました。 

【準備会の立ち上げ】代表・副代表と説明会の開催を決定

〇地元組織に必要となる規約（案）の名称・目的等を仮決定しました。 

〇これまでの裏小路の活動等を振り返り、今後のまちなみづくりの進め方等について、

準備会メンバーと市で意見交換を実施しました。 

H27.8.30 (日) 18:30～20:40 

地元組織の名称・目的等を仮決定し、今後の進め方などの意見交換

H27.8.2 (日) 13:30～15:30 

説明会には延べ３１名の方が参加されました！ 

【１日目】平成２７年１１月２０日（金）１９：００～２０：５０ 

   参加者 ２２名 

【２日目】平成２７年１１月２１日（土）１４：００～１５：４０ 

    参加者  ９名 

準備会では個別訪問が行われたほか、市と協働でニュースレターや説明会開催案内を配布・

掲示するなど、協議会への参加を促すＰＲ活動が実施されました。 

協議会会員募集 

チラシの配布・訪問

説明会開催案内

の配布・訪問

各回の裏小路まちなみづくり準備会の概要は次のとおりです。 

〇説明会開催日を決定し、説明内容を再確認しました。 

〇今後の活動について、安心して歩くことができ、将来により良いまちを残してくため、

裏小路の「安全性」と「景観」を中心に話しあっていくことを再確認しました。 

H27.10.2 (金) 19:00～20:40 説明会開催日を決定し、説明内容等を再確認

H27.10.23 (金) 19:00～21:30 説明会の参加者募集方法の検討や説明の練習など

説明の 

練習の様子

協議会の会員募集方法や、協議会第1回総会までのスケジュール等の検討 

〇説明会を振り返り、協議会の会員募集方法や第１回総会の日程等を検討しました。 H27.12.12(土) 18:30～20:00 

第１回総会の開催日等の最終確認【準備会の最終回】H28.1.15 (金) 19:00～20:40 

第２回準備会 

第３回準備会 

第４回準備会 

第５回準備会 

第６回準備会 

準備会の開催概要 

説明会のまとめ ⇒ 協議会への参加意向「有」の方は説明会参加者の約７割
※ 説明後に実施した協議会参加意向アンケート調査の結果等から

第
１
回
の
様
子

第
２
回
の
様
子

第
３
回
の
様
子

〇準備会を含む説明会の参加者募集方法

を検討し、説明の練習をしました。 

〇市が取り組んでいる事業の情報提供と、

道路安全対策の追加を検討しました。 

裏小路まちなみづくり説明会の開催 

準備会の活動内容③ 説明会の開催 

今後のまちなみづくりの活動や進め方等を説明するとともに、協議会への参加につなげるた

め地区内にお住まいの方を対象として、準備会と市の共催で説明会を開催しました。 

第
６
回
の
様
子

裏小路まちなみづくり協議会の設立（第１回総会の開催） H28.2.20 (土) 14:00～15:40 

※ 両日とも同じ内容


